
契約締結前の書面 

この書面は、金融商品取引法第37条の３の規定によりお客様にお渡しする書面です。 

この書面は、投資顧問契約を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。 

予めよくお読みいただき、ご不明な点に関しては、契約締結前にご確認ください。 

 

 

商号：一般社団法人日本ＦＸ教育機構 

住所：〒１０２－００９４  

東京都千代田区紀尾井町３－３１ クリエイト紀尾井町４Ｆ 

℡ ：０３（６２７８）８７３２ 

役員氏名：代表理事 野口 健幸 

     副理事  倉科 直樹 

     理事   渡邊 正和 

     監事   野口 久夫 

拠出金 ：１００万円 

拠出者 ：野口 健幸 １００万円 

金融商品取引業者： 

当社団は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。 

登録番号：関東財務局長（金商） 第２８１６号 

また当社団は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員番号は次のとおりで

す。 

会員番号：第００１２-０２６８８号 

 

 

この書面をよくお読みください。 



○ 投資顧問契約の概要 

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約
です。 

② 当社団の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。
当社団の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するもので
はありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社団はこれを
賠償する責任は負いません。 

○ 報酬等について 

１．投資顧問契約による報酬等 

当社団は、投資顧問契約により、外国為替証拠金取引（通称ＦＸ）についての

助言を行い、その対価としてお客様より助言報酬を頂きます。助言方法と助言

報酬は、ご利用頂くサービスに応じて、以下の通りとなります。ただし、実習

は投資判断者・分析者及び投資助言者のみが実施できるものとします。なお、

いずれの契約に関しても、お客様は、契約期間中、成績提出の義務を負うもの

とします。 

 

① ベーシックコース 

・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 3 か月間とします。 

・対面にて、ＦＸの売買手法である、タケルベーシックルールを教授します。 

・講習（初級、中級、上級）および実習を受講できます。また、講習を補うた

めの補講を受講することができます。 

・本コース契約期間（3 ヶ月）満了後は、契約終了日の 10 日前までに解約の申

し出をしない限り、自動的に賛助会員となるものとし、以後も同様とします。 

・受講料として 30 万円(税別)を契約申込後に徴収します。 

② ベーシック通信コース 

・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 3 か月間とします。 

・対面及び通信にて、FX の売買手法であるタケルベーシックルールを教授しま

す。 

・ルール講習回数は 3 回（初級、中級、上級を各 1 回ずつ）、実習回数は 3 回以

内で、1 回 1 時間 50 分以内とします。また、必要に応じて補講を実施します。   

・契約期間中、タケル掲示板アドバンスを利用することができます。但し、本

コ―ス契約期間（3 ヶ月）満了後は、契約更新日の 10 日前までに解約の申し

出をしない限り、自動的に賛助会員となるものとし、以後も同様とします。 



・受講料として 30 万円(税別)を契約申込後に徴収します。 

③ リアルトレードコース 

・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 3 か月間とします。 

・対面又は通信で、ＦＸのリアルトレードの指導を行います。 

・講習及び実習を受講することができるが、実習の前に講習を受講するものと

します。 

・契約期間中、賛助会員の資格を付与するともに、タケル掲示板アドバンスを

利用することができます。但し、本コース契約期間（3 ヶ月）満了後は、契約

更新日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、自動的にアドバンス賛助

会員となるものとし、以後も同様とします。 

・受講料として 20 万円(税別)を契約申込後に徴収するものとします。 

④賛助会員 

・初級、中級、上級の講習・補講及び実習を受講することができます。 

・講習・補講又は実習の際に貸会議室を利用した場合には、受講時に会議室の

利用料を別途徴収するものとします。 

・契約満了日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自動延長するも

のとします。 

・賛助会員の費用は、ペイパル又はクレジットカード支払いの場合は、月額 5,000

円（税別）を毎月徴収する。現金又は銀行振込の場合は、半年毎に 30,000 円

（税別）を徴収します。 

⑤ アドバンス賛助会員 

・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 1 か月間とします。契約期間満

了後は、契約更新日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自動延

長とします。月額 3 万 (税別)を契約申込後（又は延長時）に徴収します。 

・⑥にて複数口座で運用する場合、2 口座目から追加的に生じるアドバンス賛助

会員費用は 1 口座当たり月額 1 万円（税別）とします。 

・契約期間中は実習に無料で参加できるものとします。東京圏・名古屋圏・大

阪圏・福岡圏以外の地域での実習の実施については、参加希望者がいれば、

講師の交通費宿泊費相当分を徴収した上で実施するものとします。 

・タケル掲示板アドバンスより、トレード状況に関する記事を閲覧することが

できます。 

・契約期間中、賛助会員資格が付与されます。 

⑥ サイン送信サービス 

・同サービスは、⑤アドバンス賛助会員のみが利用できるサービスとします。 

・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 1 か月間とします。契約期間満

了後は、契約更新日の 30 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自動延



長するものとします。契約する口座数当たり月額 3 万円(税別)を契約申込後

（又は延長時）に徴収するものとします。 

・自身が FX トレードをしている MT4 及び MT5（国内証券会社に限る）に、

当社団が提供する MT4 及び MT5 でのサイン情報を、通信ソフトを使って受

信し（ただし、顧客がサイン情報を受信する設定にした場合に限る。）、当該

サイン情報に従った取引を自動的に発注できるものとします。ただし、トレ

ード情報の受信に必要な通信ソフト等その他の費用は顧客負担とします。 

・4 月 1 日から 9 月 30 日及び 10 月 1 日から 3 月 31 日までの期間を成功報酬

の計算対象期間とします。計算対象期間の開始日（新たに契約する場合には

契約期間の開始日と読み替える。）以降、運用金額が 240 万円を超えた時より、

成功報酬が生じます。成功報酬は、計算対象期間のうち成功報酬が生じてい

る期間の取引利益の 20％に相当する金額とします。成功報酬は、計算対象期

間の末日（同日の到来前に契約を終了する場合には契約期間終了日と読み替

える。）の翌月末日までに支払うものとします。運用金額は、顧客が取引業者

に預託した取引証拠金とし、取引利益は実現損益とします。なお、運用金額

及び取引利益は顧客の申告に基づくものとし、申告内容は取引業者の取引履

歴報告書の提出を求めて確認するものとします。取引履歴報告書を提出しな

い顧客に対しては、当社団は本サービスを解約し、当社団の助言通りに取引

した場合に顧客に見込まれた取引利益をもとに成功報酬を計算するものとし

ます。 

⑦ プラチナ賛助会員 

・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 1 か月間とします。契約期間満

了後は、契約満了日の 30 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自動延

長するものとします。 

・月額 2 万円(税別)を契約申込後（又は延長時）に徴収するものとします。 

・ベーシックコースを応用したルールの講習・補講又は実習指導を受講できる

ものとします。 

・契約期間中、賛助会員資格が付与されます。 

⑧ ベーシック個別指導コース 

・契約期間は契約締結後のサービス開始日から３か月間とします。 

・契約期間中、ベーシックコースを個別で週１回受講できます。個別指導につ

いては、本店又は通信で実施するものとします。 

・契約期間中、ベーシックコースの実習指導については、回数無制限で受講で

きます。 

・契約申込後に 50 万円(税別)を徴収します。 

⑨ プロトレーダー養成コース 



・本コースは、ベーシックコース等を受講済みであり、自己のトレードでも自

己資金 2 倍以上の利益を上げている方のみ受講することが出来るものとしま

す。但し、該当者であっても、本コース申込後、適合性の原則その他に基づ

く理事会の審査により本コース受講を認めない場合がございます。 

・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 6 か月間とします。契約期間満

了後は、契約満了日の 10 日前までに解約の申出をしない限り、自動的にプラ

チナ賛助会員となるものとし、以降も同様とします。このとき、希望者は、

プラチナ賛助会員でなくアドバンス賛助会員になることもできます。 

・契約申込後に 90 万円(税別)を徴収します。 

・講習又は実習を月 1 回以上実施します。また、必要に応じて補講を実施しま

す。 

⑩ TV トレードサービス 

・契約期間は契約締結日から 1 か月間とします。 

・月に 1 回以上、zoom や YouTube などの映像がある通信環境で、生放送でト

レード情報を提供します。契約者はかかる放送を受信することができます。 

・契約期間満了後は、契約満了日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、

毎月自動延長するものとします。 

・月額１万円(税別)を契約申込後（又は延長時）に徴収するものとします。 

⑪ 法人会員 

・契約期間は契約締結後のサービス開始日から６か月間（終了は月末日）とし

ます。 

・法人に対し、対面、通信、メール、掲示板のいずれかにより、ＦＸトレード

指南を月 1 回以上行います。 

・本会員は、契約期間中、アドバンス賛助会員の権利が 6 か月付与されます。 

・300 万円（税別）を契約申込後（又は更新時）に半額、その後契約時から 4

か月を経過する日までに残額を徴収するものとします。又、成果報酬として

契約期間中の成功果実の 20％を半年ごとに徴収するものとします。なお成功

果実の把握は、顧客より当社団へ提出される取引口座の残高報告書により把

握するものとします。 

・契約期間満了後は、契約更新日の 30 日前までに解約の申し出をしない限り、

半年間自動延長するものとします。 

・証拠金 2000 万円以上で運用するものについて、法人会員とします。 

⑫ FX コンサルタント（賛助会員以外でも可能） 

・10 万円（税別）を契約申込後に徴収します。賛助会員以外の方も受講するこ

とができます。 

・受講回数は 1 回限りとします。 



・対面または通信にてセミナー形式で行います。 

※サービス開始日の定義は、契約してから最初のセミナーを受講する日としま

す。 

 

○外国為替証拠金取引に係るリスク 

投資顧問契約により助言する外国為替証拠金取引についてのリスクは、次のと
おりです。 

１．外国為替証拠金取引は投機的な性格の強い取引です。そのため利益や元本
が保証されていません。また、総取引代金に対して小額の証拠金で取引するた
め、多額の利益となることもありますが、判断を誤れば逆に預託した証拠金以
上の損失となる危険性もあります。 

２．流動性リスク外国為替市場では世界中で巨額な取引が行われているため、
通常はその時点での為替レートに近いレートでの売買が可能ですが、取引通貨
によっては売買高が少ないため、買いたい時に買えない、売りたい時に売れな
い場合があります。また、ご自身の売買注文で為替相場が変動し、お客様にと
って不利な値段で売買が成立する可能性があります。 

３．金利変動リスク為替と同様に金利にも相場が存在します。スワップ金利は
取引対象となる2国間の市場金利を反映して発生するため、日々変動します。ま
た、各国の政策金利の変更等によってスワップ金利の水準も大きく変動します
ので確定収益を保証するものではありません。さらに、2国間の金利関係が逆転
した場合、スワップ金利が受取りから支払いに変化するリスクがあります。 

４．信用リスク本取引は相対取引（店頭デリバティブ取引）です。取引業者の
信用状況の変化によってお客様が損失を被る危険性があり、預託した証拠金以
上の損失が生じる可能性があります。また、取引業者のカバー取引相手先の信
用状況によっても信用リスクが伴います。 

５．システムリスク本取引に係わるシステムで、ソフトウェア等の故障・誤作
動・通信回線の障害等が発生した場合、取引ができないリスクがあります。 

○ クーリング・オフの適用 

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、
次のとおりです。 

（１）クーリング・オフ期間内の契約の解除 



①お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して１０日を経過するま
での間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。 

②契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。 

③クーリング・オフ期間中は、（イ）投資顧問契約に基づく助言を行っていな
い場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用（封筒代、通信費等）相
当額を頂くものとし、（ロ）投資顧問契約に基づく助言を行っている場合は、
日割り計算した報酬額（契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約
締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当
であると認められる分のみ。1円未満の端数は切り捨てとする。）を頂くものと
します。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致
します。なお、FXコンサルタントに関しては、本サービスは助言の提供が1回限
りで且つ報酬は前払い制のため、アドバイス実施後の返金については一切応じ
ません。お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。また、成
功報酬は受領しません。 

（２）クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 

①クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日から起算して１
０日前までに契約解除の書面等により意思表示することにより、中途での契約
解除が可能です。以降の契約は継続しません。契約解除の場合は、原則として、
解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。た
だし、ベーシックコース、ベーシック個別指導コース、ベーシック通信コース、
リアルトレードコースに関しては、3万円を実習相当額、残余の金額を講習相当
額と計算し、実習相当額は日割り計算した額を受領、講習相当額は回数割で計
算した額をいただきます。なお、クレジット決済を利用されたお客様に関して
は、上述の当社団が受領すべき金額を別途振り込み又はクレジット決済にてお
支払いいただくよう、お客様に対してご請求するものとし、お客様より当該金
額をお支払い頂いた後、当社団は当初のクレジット決済の請求の取り消しを行
うものとします。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額
を返金します。なお、FXコンサルタントに関しては、本サービスは助言の提供
が1回限りで且つ報酬は前払い制のため、アドバイス実施後の返金については一
切応じません。お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。ま
た、成功報酬は受領します。 

○ 報酬の支払い時期及び方法 

支払い時期：全コースとも、原則的に契約締結時に当社団が指定する期日までに一括でお
支払い頂くこととします。但し、特例として月払いを認める場合もございます。月払いの
方法につきましては、別途当社団までご相談ください。 

支払い方法：全コースとも、現金、銀行振込、ペイパルまたはクレジットカード決済と致
します。 



 

○ 契約の更新 

お支払方法がお振込みの場合には、契約の更新を希望される会員様は、契約満了前に所定
の会費をお振り込み下さい。 

ペイパル又はクレジット決済の場合には、自動更新の定めのあるサービスに関して、契約
満了の１０日前までに契約の解除の申し出がない場合、自動更新となります。 

 

○ 退会の手続き・退会時の会費の返金 

お振込みの場合は、契約満了日までにお振り込みがない場合は退会となります。 

ペイパル又はクレジット決済の場合は、自動更新の定めのあるサービスに関して、契約満

了の１０日前までに契約の解除の申し出がない場合、自動更新となります。契約の解除を

ご希望する場合には、当社団まで電話又はメールにてご連絡下さい。 

 

○ 当社団の都合により、サービスの提供を停止した場合 

当社団の都合によりサービスの提供を停止する場合には、お支払い頂いた報酬のうち、日
割り計算した上で、サービス提供期間中の料金を受領し、残額を会員様へ返金致します。 

 

○ 租税の概要 

お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たと
えば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。 

 

○ 投資顧問契約の終了の事由 

投資顧問契約は、次の事由により終了します。 

①クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による
契約の解除の申出があったとき（詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。） 

②当社団が、投資助言業を廃業したとき 



③会員が以下の何れかの項目に該当する場合で、当サービスの会員資格が取消された場合 

(1) 入会申込をした方が実在しない場合 

(2) 入会申込に虚偽の記載がある場合 

(3) 入会申込時に規約違反等により購読者資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等

で当サービスの入会資格の取消処分を受けたことがある場合 

(4) 入会申込後に当サービスの利用料金の支払いを怠っているか過去に支払いを怠ったこ

とがある場合 

(5) パスワードを不正に使用した場合 

(6) 本サービスの情報等を漏洩した場合 

(7) 本サービスの情報の改竄を行った場合 

(8) 本サービスの運営を妨害した場合 

(9) 本サービスの利用料金の支払い債務の履行を延滞し又は支払いを拒否した場合 

(10) 本規約の何れかに違反した場合 

(11) 会員掲示板の留意事項に反する行為をした場合 

(12) その他業者が会員とすることを不適当と判断した場合 

 

○ 禁止事項 

当社団は、当社団が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。 

（１）顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと 

① 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 

② 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ
又は代理 

③ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 

・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引 

・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引 

④ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理 

（２）当社団及び当社団と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客
から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社団及び当社団と密接な関係にある者に顧客の
金銭、有価証券を預託させること 



（３）顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸
付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと 

 

○ 当社団の概要 

１．分析者・投資判断者：野口 健幸 

２．助言者：野口 健幸、倉科 直樹、渡邊正和 

３．当社団への連絡方法及び苦情等の申出先 

以下の電話番号又はEメールアドレスにご連絡下さい。 

電話番号：０３（６２７８）８７３２ 

Eメールアドレス：support@fxschool.or.jp 

４．当社団が加入している金融商品取引業協会 

当社団は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、お客様は会員名簿を協会事務
局で自由に閲覧することが出来ます。 

また、管轄の財務局で、当社団の登録簿を自由に閲覧することが出来ます。 

５．当社団の苦情処理措置について 

（１）当社団は、業務方法書の中に苦情紛争処理に関する規定を定め、お客様等からの苦
情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努め
ています。 

当社団の苦情等の申出先は、上記３の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向
けての標準的な流れは次のとおりです。 

① お客様からの苦情等の受付 

② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討 

③ 解決案のご提示・解決 

（２）当社団は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図
ることとしています。この団体は、当社団が加入しています一般社団法人日本投資顧問業
協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けていま
す。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。 



特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 
住 所 〒１０３－００２５ 東京都中央区日本橋茅場町２－１－１ 第二証券会館 
電 話 ０１２０－６４－５００５（フリーダイヤル） 
（月～金／９：００～１７：００祝日等を除く） 

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。 

①  お客様からの苦情の申立 

② 会員業者への苦情の取次ぎ 

③ お客様と会員業者との話合いと解決 

６．当社団の紛争解決措置について 

当社団は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせ
んを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社団が加入しています
一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん
委員によりあっせん手続が行われます。当社団との紛争の解決のため、同センターをご利
用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。 

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センター
にご照会下さい。 

① お客様からのあっせん申立書の提出 

② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任 

③ お客様からのあっせん申立金の納入 

④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取 

⑤ あっせん案の提示、受諾 

７．当社団が行う業務 

当社団は、投資助言業以外の業務の他に、セミナー事業、コンサルティング事業、投資教

育事業、ソフトウェアの製造および販売を行っております。  



一般社団法人日本 FX 教育機構 会員規約 

 

第１条（目的） 

本規約は「一般社団法人日本 FX 教育機構（以下「当社団」といいます。）」が提供する情報

サービス（以下、「本サービス」といいます。）を利用する会員（以下「会員」といいます。）

の規定を定めることを目的とします。 

 

第２条（本規約の範囲） 

当社団が、書面又はオンライン上の表示により随時会員に対して発する通知は、本規約の

一部を構成するものとし、会員はこれを承認したものとします。 

 

第３条（本規約の変更） 

当社団は、会員に事前の通知を行うことなく本規約を変更することができ、会員はこれを

承諾したものとします。 

 

第４条（入会の承認） 

1．当社団は、別途定める方法にて入会申込を受け付け、手続き等を行った上で、入会を承

認します。 

2．当社団が入会を承認した場合は、入会申込者に対して本サービスを利用できる権利を許

諾したものとします。このとき、当該通知により当社団の入会申込に対する承認の効力が

生じ、入会申込者は会員となり、当社団と会員との間で本規約を内容とする本サービスの

利用契約が成立するものとします。 

 

第５条（誓約書） 

1．会員は、当社団から当社団の FX に関するルール及び自己成長法に係る技法（以下、ま

とめて「FX技法」という）を入会して学ぶにあたり、FX 技法の開示目的は、会員自身が FX

技法を用いて、実際に FX の運用ができるようになるためであることを理解するとともに、

以下のとおり誓約するものとします。 

（１）当社団が主催するセミナーその他の機会において開示された FX 技法を、当社団の事

前の書面による承諾なしに、第三者または公に開示、複製、改変または上記開示目

的以外に使用しないこと。 

（２）FX 技法の内容をチャット、ブログ、facebook、LINE等のインターネット上で公開す

るときは、事前に当社団の許可を得ることが条件であることを予め了承すること。 

（３）FX 技法を公に普及することを希望するときは、事前に当社団と当該普及の諸条件を

定めた書面を取り交わすものとし、勝手に普及活動を行わないこと。 

（４）FX 技法に係る当社団の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権、技術、ノウ



ハウ等の一切の知的財産権（以下、「知的財産権」という）を侵害しないこと。また、

本誓約に関連して、知的財産権が会員に開示・貸与されるときでも、その権利は当

社団の固有の財産として当社団に帰属することを了承すること。また、いかなる方

法によっても知的財産権の効力に異議をとなえ、またこれに対する権利の主張をし

ないものとし、また知的財産権の登録を目的としたいかなる出願もしないこと。 

（５）知的財産権について、第三者による侵害の事実もしくは恐れ、または第三者からク

レーム、警告または訴訟の提起があったときは遅滞なく当社団に通知し、情報提供

に努め、当社団が適切な法的措置をとれるように協力すること。 

（６）本誓約に係る違反行為によって当社団の利益が侵害され又は侵害されるおそれがあ

る場合、当社団が会員に対してその侵害の停止または予防を請求する権利があるこ

とを予め了承すること。 

（７）本誓約に定めのない事項ならびに疑義のある事項については、当社団と誠意をもっ

て協議のうえ、解決を図ること。 

2．会員は、申込フォームの本規約の「チェックボックス」にチェックして、当社団に FX

技法を学ぶための役務の提供の申し込みをしたことをもって、本誓約の内容を理解し、厳

守することに異議なく同意したものとします。 

 

第６条（入会の不承認及び承認の取消等） 

当社団は、会員が以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しない場合があります。

又、既に入会の承認を受けている場合でも会員が以下の何れかの項目に該当する場合、会

員への事前の通知、催告なしに、当該会員につき当サービスの利用の一時的停止又は当サ

ービスの会員資格の取消をすることができます。この場合、当該会員は、既に生じた当サ

ービスの利用料金等については当社団所定の方法で支払うものとし、また、当社団に既に

支払われた当サービスの利用料金等については、当社団は、契約開始日から解約日までの

日数分の料金を日割り計算の上受領し、これらの金額を差し引いた残額を会員に返金しま

す。尚、当社団は入会を承認しない理由を会員又は入会申込者へ明らかにしないことがあ

ります。 

１．入会申込をした方が実在しない場合 

２．入会申込に虚偽の記載がある場合 

３．入会申込時に規約違反等により購読者資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等

で当サービスの入会資格の取消処分を受けたことがある場合 

４．入会申込後に当サービスの利用料金の支払いを怠っているか過去に支払いを怠ったこ

とがある場合 

５．パスワードを不正に使用した場合 

６．本サービスの情報等を漏洩した場合 

７．本サービスの情報の改竄を行った場合 



８．本サービスの運営を妨害した場合 

９．本サービスの利用料金の支払い債務の履行を延滞し又は支払いを拒否した場合 

１０． 本規約の何れかに違反した場合 

１１．会員掲示板の留意事項に反する行為をした場合 

１２．その他当社団が会員とすることを不適当と判断した場合 

 

第７条（変更の届け出） 

会員は、入会申込内容に変更があった場合、当社団所定の手続きにより、当社団に遅延な

く通知するものとします。なお、当該通知がなされなかった、または遅延したことにより、

会員が不利益を被ったとしても、当社団は会員に対し一切の責任を負わないものとします。 

 

第８条（本サービスの内容等） 

1．当社団は、会員への事前の通知をもって、本サービスの内容の追加、変更、部分改廃等

をすることが出来、会員はこれを承諾するものとします。 

2．当社団は、本サービスにかかるシステムの保守点検及び不測の事態等により、会員に対

する事前の通知なく、本サービスの提供を一時的に中断、停止することが出来、会員

はこれを承諾するものとします。 

3．前 2 項による本サービスの変更、停止等につき、業社は一切の責任を負わないものとし

ます。なお、本サービスの変更、停止等がなされた場合には、当社団を通じて通知しま

す。 

 

第９条（本サービスの利用料金等） 

1．本サービスの利用料金、算出方法及びその支払い方法等は、当社団が別途定める通りと

します。 

2．本サービスの利用料金等は、会員の承諾なく相当な手段による事前通知により適宜改定

されることがあります。料金規定を変更した場合には、本サービスの利用料金等は、変

更後の料金規定によります。 

 

第 10 条（パスワードの管理） 

会員は、当社団より貸与されたオンライン上で本サービスを利用するためのパスワードの

管理、使用について一切の責任を持つものとします。 

 

第 11 条（設備等） 

会員は、オンライン上で本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、そ

の他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サー

ビスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信



サービスを経由してサービスに接続するものとします。 

 

第 12 条（本サービスに関する保証） 

本サービスの内容は、当社団がその時点で提供可能なものとします。当社団は、当社団が

提供するデータ等、第三者が登録するデータについて、その完全性、正確性、適用性、有

用性等に関し、一切の責任を負わないものとします。 

 

第 13 条（会員による本サービスの内部的使用） 

会員は、当社団が事前に承認した場合を除き、本サービスを通じて入手したいかなるデー

タ、情報、文章、発言、ソフトウェア等も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超え

る複製、販売、出版等のために使用しないものとします。 

 

第 14 条（責任） 

1．当社団は、会員が本サービス、または本サービスを通じて他のサービスを利用すること

（投資判断、資産運用等を含みます。）により発生した損害について、一切の責任を負わな

いものとします。 

2．会員が、本規約に違反した行為または不正もしくは違法な行為によって、当社団に損害

を与えた場合、当社団は、当該会員に対して損害賠償を請求できるものとします。また、

会員が次条で禁止されている行為によって当社団に損害を与えた場合、会員の当社団に対

する賠償金額は、500 万円を下回らないものとします。 

 

第 15 条（禁止行為） 

会員は、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。当社団は会員が

以下の項目で禁止されている行為を行った場合、その行為に関する責任は当該会員が負い、

当社団は一切の責任を負わないものとします。 

１． 公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に違反する行為 

２． 他の会員または第三者に不利益を与えるような行為 

３． 当サービスの運営を妨げ、或いは当サービスの信頼を毀損するような行為 

４． 他の会員のオンライン上のパスワードを不正に使用すること 

５． 他の会員又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為 

６． 他の会員又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為 

７． 他の会員又は第三者を誹謗中傷するような行為 

８． その他当社団が不適当と判断した行為 

９．当社団が会員に提供するすべての情報（会員掲示板への書き込みを含む）は、当社団

が法的権利を有するものであり、許可無く、第三者への情報の転売、及び漏洩、それに類

する行為のすべてを、理由の如何を問わず禁じます。権利侵害が認められた場合は、即時



法的処置をとらせて頂きます事をご承知ください。尚情報サービスは、お申し込み会員様

ご本人だけが得られる権利である事を原則とさせていただきます。 

 

第 16 条（有効期間） 

会員または会員であったものは、本会員を退会した後であっても、当社団が法的権利を有

するものは、許可無く、第三者への情報の転売、及び漏洩、それに類する行為のすべてを、

理由の如何を問わず禁じます。 

 

第 17 条（準拠法） 

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとします。 

 

第 18 条（合意管轄） 

会員と当社団の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 19 条（分離独立条項） 

本規約において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合で

あっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の

強制力を有するものとします。 

 

平成３０年６月１日改定 

 

一般社団法人 日本ＦＸ教育機構 

代表理事 野口健幸 

 


